
＜当座勘定規定（パーソナル・チェック用）＞  

改定前  改定後  

１【当座勘定への受入れ】  

(1) 当座勘定には、現金のほか、小切手、手形、利札、郵便為替証

書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの (以

下「証券類」といいます。）も受入れます。ただし、この預金が

法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあ

ると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。 

(2) 小切手要件、手形要件の白地はあらかじめ補充してください。当

行は白地を補充する義務を負いません。  

(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてく

ださい。 

(4) 証券類の取立てのため交換所での交換を要する場合には、預金者

は店頭表示の入金手数料を支払うものとします。 

(5) 前記(4)のほか、証券類の取立てのための交換所での交換等にお

いて特に費用を要する場合には、預金者は店頭表示の代金取立手

数料に準じてその取立手数料を支払うものとします。 

１【当座勘定への受入れ】  

(1) 当座勘定には、現金のほか、小切手、手形、利札、郵便為替証

書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの (以

下「証券類」といいます。）も受入れます。ただし、他の金融機

関を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れませ

ん。また、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、

またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断り

する場合があります。 

(2) 小切手要件、手形要件の白地はあらかじめ補充してください。当

行は白地を補充する義務を負いません。  

(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてく

ださい。 

(4) 証券類の取立てのため交換所での交換を要する場合には、預金者

は店頭表示の入金手数料を支払うものとします。 

(5) 前記(4)のほか、証券類の取立てのための交換所での交換等にお

いて特に費用を要する場合には、預金者は店頭表示の代金取立手

数料に準じてその取立手数料を支払うものとします。 

 



７【小切手、手形の支払】  

(1) 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内

に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。な

お、届出の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束手形また

は引受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。 

(2) 前項の支払にあたっては、小切手または手形の振出しの事実の有

無等を確認すること（その旨について書面の交付を求めることを

含みます）があります。 

(3) 呈示された手形、小切手は、呈示日の 15時までに当座勘定に受

入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以

降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当

することができるものとし、この取扱いによって生じた損害につ

いては、当行は責任を負いません。 

(4) 小切手または手形の支払の委託を取消す場合には、振出しまたは

引受け名義のいかんにかかわらず、本人または代理人のいずれか

らでも届出ることができるものとします。なお、届出は当行所定

の書面によってください。 

 

 

 

 

 

 

７【小切手、手形の支払】  

(1) 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内

に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。な

お、届出の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束手形また

は引受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。

ただし、2026年 9月 30日を超えて振り出した場合は、当座勘定

から支払いません。 

(2) 前項の支払にあたっては、小切手または手形の振出しの事実の有

無等を確認すること（その旨について書面の交付を求めることを

含みます）があります。 

(3) 呈示された手形、小切手は、呈示日の 15時までに当座勘定に受

入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以

降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当

することができるものとし、この取扱いによって生じた損害につ

いては、当行は責任を負いません。 

(4) 小切手または手形の支払の委託を取消す場合には、振出しまたは

引受け名義のいかんにかかわらず、本人または代理人のいずれか

らでも届出ることができるものとします。なお、届出は当行所定

の書面によってください。 

 

 

 

 



８【小切手、手形用紙】  

(1) 当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形

を振出す場合には、当行が 2025年 9月 30日までに交付した用紙

を使用してください。 

(2) 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を

営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してくださ

い。 

(3) 前記(1)および(2)以外の手形または小切手については、当行はそ

の支払をしません。 

(4) 当座勘定から支払をした小切手または手形のうちに、本人が振出

したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合に

は、直ちに当行宛に連絡してください。 

(5) 当座勘定から支払をした小切手または手形の用紙はその支払日か

ら３か月を経過した場合は返却を求めることができないものとし

ます。 

(6) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったとき

は、当行所定の手続によって当該小切手または手形の写しを交付

します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合

は、その限りではありません。 

 

 

 

 

８【小切手、手形用紙】  

(1) 当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形

を振出す場合には、当行が 2025年 9月 30日までに交付した用紙

を使用し、2026年 9月 30日までに振り出してください。 

(2) 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を

営む金融機関の交付した手形用紙であること、および 2026年 9

月 30日までに振り出された手形であることを確認してくださ

い。 

(3) 前記(1)および(2)以外の手形または小切手については、当行はそ

の支払をしません。 

(4) 当座勘定から支払をした小切手または手形のうちに、本人が振出

したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合に

は、直ちに当行宛に連絡してください。 

(5) 当座勘定から支払をした小切手または手形の用紙はその支払日か

ら３か月を経過した場合は返却を求めることができないものとし

ます。 

(6) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったとき

は、当行所定の手続によって当該小切手または手形の写しを交付

します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合

は、その限りではありません。 

 

 

 



14【支払保証に代わる取扱い】 

小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、

当行は預金小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落しま

す。 

 

18【振出日、受取人記載もれの小切手、手形】 

(1) 小切手、手形を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、小切

手要件、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、小切

手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形

で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡す

ることなく支払うことができるものとします。 

(2) 前記(1)の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を

負いません。 

 

 

 

 

19【線引小切手の取扱い】 

(1) 線引小切手が呈示された場合、その裏面に振出名義人の届出印の

押印（または届出の署名）があるときは、その持参人に支払うこ

とができるものとします。 

(2) 前記(1)の取扱いをしたため、小切手法第 38条第 5項の規定によ

る損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が

14【支払保証】 

小切手の支払保証はしません。 

 

 

 

18【振出日、受取人記載もれの小切手、手形】 

(1) 小切手、手形を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、小切

手要件、手形要件を記載してください。もし、小切手もしくは確

定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記

載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支

払うことができるものとします。なお、2026年 9月 30日を超え

て振り出されたもの、または振出日の記載のないものが呈示され

たときは、当行の判断により支払を拒絶することができるものと

します。 

(2) 前記(1)の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を

負いません。 

 

19【線引小切手の取扱い】 

(1) 線引小切手が呈示された場合、その裏面に振出名義人の届出印の

押印（または届出の署名）があるときは、その持参人に支払うこ

とができるものとします。なお、2026年 9月 30日を超えて振り

出されたもの、または振出日の記載のないものが呈示されたとき



第三者にその損害を賠償した場合には、本人に求償できるものと

します。 

(3) 代理人が自己の名義で振出したものについても前記(2)と同様

当行はその責任を負わず、また、本人に求償できるものとし

ます。 

 

 

 

 

 

【小切手用法】 

２. 小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してくだ

さい。なお、先日付の小切手でも呈示を受ければ、支払うことに

なりますからご承知おきください。 

 

 

【約束手形用法】 

３．振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、でき

るだけ記入してください。 

 

は、当行の判断により支払を拒絶することができるものとしま

す。 

(2) 前記(1)の取扱いをしたため、小切手法第 38条第 5項の規定によ

る損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が

第三者にその損害を賠償した場合には、本人に求償できるものと

します。 

(3) 代理人が自己の名義で振出したものについても前記(2)と同様

当行はその責任を負わず、また、本人に求償できるものとし

ます。 

 

【小切手用法】 

２. 小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してくだ

さい。なお、先日付の小切手でも呈示を受ければ、支払うことに

なりますからご承知おきください。なお、2026 年 9 月 30 日を超

えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。 

 

【約束手形用法】 

３．振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、記入

してください。 

  


